
 

 

１ 内部統制の導入に関する基本的な考え方
 
  重大な不祥事等の原因となるリスク

適正な事務を滞りなく執行する

確立に向け、内部統制制度を導入

  なお、本方針は地方自治法第

関する方針として定めるものです。

 

２ 内部統制の目的
 
 (1) 業務

   県において

とから、

務の遂行につなげます。

 (2) 財務報告等

   財務報告や政策の実施状況に関する情報

する上で重要なもの

保存及び管理を進めるなど、情報の

 (3) 業務

   県民の信頼の基礎となる

みます。

 (4) 資産

   本県の財産的基盤や社会的信用に大きな影響を与える

用及び処分については、内部統制

 

３ 内部統制の対象とする事務
 
  財務に

 

 

４ 内部統制の推進体制
 
 (1) 内部統制推進本部

   本方針に基づき、全庁的に意識共有を図り、内部統制

るため

 (2) 内部統制推進部局

   本県が取り組むべき内部統制について検討し、方針の策定や内部統制体制の整備及

び運用を全庁的に推進するため

 (3) 内部統制評価部局

   本県が取り組む内部統制の整備状況及び運用状況について評価を行うとともに、内

部統制評価報告書を作成するため
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５ 内部統制の取組
 
  各所属は、所管する業務

  ① 各所属は、所管する業務

析するとともに、業務

します。

  ② 各所属は

  ③ 各所属は、

改善に努めます。

 

６ 関係機関との連携
 
 (1) 監査委員
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ことで、より効果的な内部統制の整備及び運用に努めます。
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